
                          令和８年度 

いりのの森。浜松幼稚舎 重要事項説明書 

 

 

（事業所の名称等） 

第１条 株式会社ビューティースマイルが運営するこの事業所（以下「当園」という。）の類型、名称及び

所在地は、次のとおりとする。 

(1) 類 型 小規模保育事業Ａ型 

(2) 名 称 いりのの森。浜松幼稚舎 

(3) 所在地 浜松市中央区入野町 16104-1 

◆注記１：運営基準第４６条第１１号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第１１号該当 

 

（事業の目的） 

第２条 当園は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業

として、保育を必要とする乳児及び幼児（以下「乳幼児」という。）であって満３歳に達する日以後の最

初の３月３１日までの間にあるものを保育し、乳幼児の健全な心身の発達を図ることを目的とする。 

◆注記１：運営基準第４６条第１号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第１号該当 

 

（運営の方針） 

第３条 当園は、乳幼児の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の

場としての環境を整備するものとする。 

２ 当園は、乳幼児の状況や発達過程を踏まえ、家庭と連携して養護及び教育を一体とした保育を行うもの

とする。 

３ 当園は、乳幼児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うものとする。 

４ 保育士等は、専門的な知識と技術及び判断をもって乳幼児を保育するとともに、乳幼児の保護者に対し

て保育等に関する指導に努めていくものとする。 

５ 当園は、良質かつ適切であり、かつ、乳幼児の保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内

容及び水準の特定地域型保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な

環境が等しく確保されることを目指す。 

６ 当園は、当園を利用する乳幼児（以下「利用乳幼児という。」）の意思及び人格を尊重して、常に当該

利用乳幼児の立場に立って特定地域型保育を提供するように努める。 

７ 当園は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、特定教育・保

育施設、他の特定地域型保育事業者、特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、

他の児童福祉施設、その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な

連携に努める。 

８ 当園は、浜松市児童福祉法施行条例（平成２４年浜松市条例第４０号）第６条第１項及び浜松市子ど

も・子育て支援法施行条例（平成２６年浜松市条例第６７号）第２条その他関係法令及び関係通知を遵守

し、事業を実施するものとする。 



◆注記１：運営基準第４６条第１号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第１号該当 

 

（提供する特定地域型保育の内容） 

第４条 当園は、保育所保育指針（平成２９年厚生労働省告示第１１７号）に基づき、以下に掲げる事業を

行う。 

 (1) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２９条第１項に規定する特定地域型保育（同法

第７条第３項に規定する保育に限る。）及び同法第３０条第１項第２号に規定する特別利用地域型保育 

 (2) 前号に掲げる事業を利用する者に対する延長保育 

◆注記１：運営基準第４６条第２号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第２号該当 

 

（連携施設） 

第５条 当園は、下表の施設を家庭的保育事業等基準第６条第１項に規定する連携施設とし、同項各号に定

める連携協力を得る。 

名称  種類  所在地  連携協力の概要  

志都呂幼稚園 幼稚園 浜松市中央区志都呂町 1302 

卒園後の受け皿としての支援 

後方支援 

行事への参加に関する支援 

代替保育の提供に関する支援 

◆注記１：運営基準第４６条第１１号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第１１号該当 

 

（利用定員） 

第６条 当園の利用定員は、子ども・子育て支援法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分とし

て、下表のとおり定める。 

区分 利用定員 
（内訳） 

０歳児 １歳児 ２歳児 

(1) 子ども・子育て支援法第１９条第

３号に規定する小学校就学前子ども

（以下「３号認定子ども」という。） 

12人 2人 5人 5 人 

(2) 合計 12人 2人 5人 5 人 

備考１ 表中の利用乳幼児の年齢は、当該年度（４月１日から翌年３月３１日までをいう。）の 4月 1

日の前日現在の年齢をいう。 

備考２ ３号認定子どもに係る０歳児の受け入れは、生後６か月からとする。 

◆注記１：運営基準第４６条第６号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第６号該当 

 

 

 



（職員の職種、員数及び職務の内容）  

第７条 当園の事業の実施にあたり配置する職員の職種、員数及び職務の内容は、下表のとおりとする。 

 なお、員数は入所人数により変動することがあるが、その場合であっても、関係法令を遵守した員数を配

置する。 

職員の職種 員数 職務の内容 

(1) 園長 １人 運営及び職員等について把握・管理するとともに、職員に対し

法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行い、乳幼児の健康

及び安全の実施体制等の整備に努める。 

(2) 主任保育士 1人 園長を補佐し、他の保育士等に対し助言・指導等を行うととも

に、地域の保護者等に対する子育て支援を行う。 

(3) 保育士 8人以上 乳幼児の保育に従事し、指導計画の作成、実施、記録及び家庭

との連絡等の業務を行う。 

(4) 栄養士 1人 食品衛生責任者等給食責任者として、栄養管理・指導・食育の

計画・実践・評価、保護者等からの栄養・食生活に関する相談・

助言等の業務を行う。 

(5) 調理員 2人 献立に基づき、給食及びおやつ等の調理に関する業務を行う。 

(6) 事務職員 0人(兼務) 園長以外の保育士が事務作業を兼務する。 

(7) 嘱託医 1人 利用乳幼児について、年２回(年度途中入園時は入園時を含む)

の健康診断を、学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）に

規定する健康診断に準じて行い、また、当園からの感染症の予

防に対する相談等に対し助言を行う。 

(8) 嘱託歯科医 1人 利用乳幼児について、年１回の歯科健康診断を、学校保健安全

法に規定する健康診断に準じて行う。 

◆注記１：運営基準第４６条第３号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第３号該当 

 

（特定地域型保育の提供を行う日及び提供を行わない日） 

第８条 当園の特定地域型保育の提供を行う日及び提供を行わない日は、下表のとおりとする 

   区分     3 号認定子ども 備考 

特定地域型保

育の提供を行

う日 

月曜日から土曜日までと

する（ただし、特定地域型

保育の提供を行わない日

に該当する日を除く。） 

特定地域型保育の提供を行う日であっても、非常災

害その他急迫の事情があるときは、市と協議のうえ

特定地域型保育の提供を行わないことがある。また

特定地域型保育の提供を行わない日であっても、行

事等のため特定地域型保育の提供を行うことがあ

る。これらの場合は、速やかに利用乳幼児の保護者

へ周知するものとする。 

特定地域型保

育の提供を行

わない日 

日曜日、休日及び年末年始

（12 月 29 日から 12 月 31

日まで及び 1 月 2 日から 1

月 3日まで）とする。 

備考１ 表中の休日は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日をいう。 

◆注記１：運営基準第４６条第４号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第４号該当 



（特定地域型保育の提供を行う時間） 

第９条 当園の開所時間並びに子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号)第４条第１

項に規定する１月当たり平均２７５時間まで（１日当たり１１時間までに限る。）の区分（以下「保育標

準時間」という。）及び１月当たり平均２００時間まで（１日当たり８時間までに限る。）の区分（以下

「保育短時間」という。）に係る当園の利用時間帯は、下表のとおりとする。 

区分 開所時間 
利用時間帯 

延長保育の実施 備考 
保育標準時間 保育短時間 

月曜日

から 

金曜日

まで 

午前 7時

30分から

午後 6時

30分まで 

午前 7時 30

分から午後 6

時 30分まで

の範囲内で、

保育標準時間

認定を受けた

教育・保育給

付認定保護者

が保育を必要

とする時間と

する。 

午前 8時 30

分から午後 4

時 30 分まで

の範囲内で、

保育短時間認

定を受けた教

育・保育給付

認定保護者が

保育を必要と

する時間とす

る。 

3号認定子どもが保育短時間

以外において、やむを得ない

理由により保育が必要な場合

は、次の時間帯の範囲内で、

時間外保育を提供する。 

⑴ 保育短時間認定の場合 

午前 7時 30分から午前 8

時 30分まで及び午後 4

時 30分から午後 6 時 30

分まで 

延長保育

について

は、職員

配置等の

状況によ

り、あら

かじめ保

護者に周

知したう

えで、特

定の日に

おいて提

供を行わ

ないこと

がある。 

土曜日 午前 7時

30分から

午後 6時

30分まで 

午前 7時 30

分から午後 6

時 30分まで

の範囲内で、

保育標準時間

認定を受けた

教育・保育給

付認定保護者

が保育を必要

とする時間と

する。 

午前 8時 30

分から午後 4

時 30 分まで

の範囲内で、

保育短時間認

定を受けた教

育・保育給付

認定保護者が

保育を必要と

する時間とす

る 

3号認定子どもが保育短時間

以外において、やむを得ない

理由により保育が必要な場合

は、次の時間帯の範囲内で、

時間外保育を提供する。 

⑴ 保育短時間認定の場合 

午前 7時 30分から午前 8

時 30分まで及び午後 4

時 30分から午後 6 時 30

分まで 

◆注記１：運営基準第４６条第４号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第４号該当 

 

（利用者負担その他の費用の種類等） 

第１０条 当園は、教育・保育給付認定を行った市町村の定める利用者負担（保育料）を当該利用乳幼児の

保護者から徴収する。 

２ 当園は、特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のうち、下表に掲げる費用の額の支 

払を利用乳幼児の保護者から受ける。 

 

 



  【実費徴収】 

支払を受ける

費用の種類 
内容 支払を求める理由 支払を求める額 

物品購入費 連絡帳、自由画帳、集金

袋、おたより袋 

保育活動で使用し、個人の所有

物となるため 

実費として年額

１０００円程度 

被服購入費 カラー帽子 保育活動で使用し、個人の所有

物となるため 

実費として年額

１３００円程度 

行事参加費 とうもろこし収穫体験等 園外活動の実施にあたり、参加

費等が必要となるため 

実費として年額

６００円程度 

備考１ 支払いを求める額に「実費」と記載のあるものについて、具体的な品名や金額は、その都度あ

らかじめ保護者に周知するものとする。 

３ 当園は、第九条第２号に規定する延長保育を利用した利用乳幼児の保護者から下表に掲げる費用の額 

の支払いを受ける。 

  【延長保育】 

支払を受ける

費用の種類 
内容 支払を求める額 

延長保育料 ３号認定子どもが提供を受けた延

長保育の費用 

利用乳幼児１人あたり１回 30分までごと

に 200円 

４ 前各項に掲げる費用の額の支払期限及び支払方法については、あらかじめ利用乳幼児の保護者へ周 

知するものとする。 

５ 当園は、第１項から第３項までに掲げる費用の額の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書 

を当該利用乳幼児の保護者に交付する。 

６ 当園は、第１項から第３項までに掲げる費用の額の根拠を利用乳幼児の保護者から求められた場合 

は、遅滞なく開示するものとする。 

◆注記１：運営基準第４６条第５号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第５号該当 

◆注記３：支払期限や支払方法の保護者への周知、領収書の交付、費用の額の根拠の開示を行うこと。 

 

（利用の開始に関する事項） 

第１１条 保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し選考された利用調整に基づき、浜松市からあっ 

せん及び要請を受けた乳幼児及び保護者に対し、面接を行ったうえで、利用を開始させるものとする。 

２ 特定地域型保育の提供に当たっては、利用乳幼児の心身の状況、その置かれている環境、他の特定 

教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めるものとする。 

◆注記１：運営基準第４６条第７号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第７号該当 

 

（利用の終了に関する事項） 

第１２条 次の各号のいずれかに掲げる場合には、保育の提供を終了するものとする。 

(1) ３号認定子どもが、満３歳に到達する日以降の最初の３月３１日を経過したとき 



(2) ３号認定子どもの保護者が、子どものための教育・保育給付の支給要件に該当しなくなったとき 

(3) その他、利用の継続について、重大な支障又は困難が生じたとき 

◆注記１：運営基準第４６条第７号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第７号該当 

 

（利用にあたっての留意事項） 

第１３条 利用の開始に伴い面接を行った保護者に支給認定証の提示を求め、教育・保育給付認定の有 

無、教育・保育給付認定子どもの該当する子ども・子育て支援法第１９条各号に掲げる小学校就学前 

子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期間及び保育必要量等を確認するものとする。 

２ 利用を開始しようとする乳幼児の保護者に対して、あらかじめ、運営基準第３８条に規定する重要 

事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について当該保護者の同意を得るものとす 

る。 

３ 前項に規定する重要事項を記した文書については、当園の見やすい場所に掲示するとともに、電気 

 通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する。 

◆注記１：運営基準第４６条第７号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第７号該当 

◆注記３：重要事項を記した文書を、原則、子ども・子育て支援情報公表システム（ここ deサーチ）に掲

載すること 

 

（緊急時等における対応方法） 

第１４条 現に特定地域型保育の提供を行っているときに利用乳幼児に体調の急変が生じた場合等には、

必要に応じて迅速に応急措置、救急蘇生を行うとともに、緊急度に応じて救急車の手配、当該利用乳幼児

の保護者及び浜松市への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。 

２ 前項の事故等の状況及び事故等に際して採った処置について記録するとともに、事故等の発生の原 

因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。 

３ 特定地域型保育の提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとす

る。 

◆注記１：運営基準第４６条第８号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第８号該当 

 

（非常災害対策） 

第１５条 火災、地震等の非常災害に備えて、避難計画、職員の役割分担、緊急時の対応等についてのマニ

ュアルを作成し、その周知を図り、少なくとも毎月１回以上の避難及び消火に係る訓練を実施するものと

する。また、警察署や消防署、近隣の地域住民等と連携の下、利用乳幼児の安全に留意するものとする。 

◆注記１：運営基準第４６条第９号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第９号該当 

◆注記３：避難計画、職員の役割分担、緊急時の対応等についてのマニュアルを作成し周知を行うこと 

 

 

 



（安全計画の策定等） 

第１６条 当園は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、当園の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対

する園外での活動、取組等を含めた当園での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研

修及び訓練その他当園における安全に関する事項についての計画（以下「安全計画」という。）を策定し、

当該安全計画に従い必要な措置を講じる。 

２ 当園は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施する。 

３ 当園は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に

基づく取組の内容等について周知する。 

４ 当園は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

◆注記１：運営基準第４６条第１１号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第１１号該当 

 

（虐待の防止のための措置） 

第１７条  当園の職員は、利用乳幼児に対し、児童福祉法第３３条の１０各号に掲げる行為その他当該利

用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

２ 当園は、児童福祉法第３３条の１０各号に掲げる行為を受けたと思われる利用乳幼児を発見した場合

は、速やかに、これを浜松市に通告する。 

３ 当園は、利用乳幼児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整 

備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。 

４ 当園は、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに、これを児童相談所等の機 

関に通告する。 

◆注記１：運営基準第２０条第１０号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第１０号該当 

◆注記３：責任者の設置や職員に対する研修の実施等を行うこと 

 

（秘密保持） 

第１８条 当園の職員（職員であった者を含む。）は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児

又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。 

◆注記１：運営基準第４６条第１１号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第１１号該当 

 

（苦情解決） 

第１９条 当園は、その提供した特定地域型保育に関する利用乳幼児又はその保護者その他の当該利用乳

幼児の家族(以下この条において「利用乳幼児等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、

苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じ、利用乳幼児の保護者に周知する。 

２ 当園は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。 

３ 当園は、その提供した特定地域型保育に関する利用乳幼児等からの苦情に関して浜松市が実施する 

事業に協力するよう努める。 

４ 当園は、その提供した特定地域型保育に関し、子ども・子育て支援法第１４条第１項の規定により 

市町村が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員 



からの質問若しくは特定地域型保育事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び 

利用乳幼児等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、浜松市から指導又は助言を 

受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

５ 当園は、浜松市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を浜松市に報告する。 

◆注記１：運営基準第４６条第１１号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第１１号該当 

 

（会計の区分） 

第２０条 当園は、運営基準第５０条において準用する運営基準第３３条の規定に基づき、特定地域型保育

の事業の会計をその他の事業の会計と区分し、その経理については企業会計基準に則って行う。 

◆注記１：運営基準第４６条第１１号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第１１号該当 

 

（記録の整備） 

第２１条 当園は、保育所保育指針に掲げる保育の目標を達成するために、全体的な計画を編成すると 

ともに、指導計画を作成するものとし、特定地域型保育を提供した際は、提供日、内容その他必要な 

事項を記録する。 

２ 当園は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備する。 

３ 当園は、利用乳幼児に対する特定地域型保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の 

日から５年間保存する。 

(1) 運営基準第４４条に定めるものに基づく特定地域型保育の提供に当たっての計画 

(2) 運営基準第５０条において準用する運営基準第１２条の規定による特定地域型保育の提供の記録 

(3) 運営基準第５０条において準用する運営基準第１９条の規定による市町村への通知に係る記録 

(4) 運営基準第５０条において準用する運営基準第３０条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 運営基準第５０条において準用する運営基準第３２条第３項に規定する事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記録 

４ 当園は、利用乳幼児に対する特定教育・保育の提供に関する保育所児童保育要録を整備し、当該利 

用乳幼児が小学校を卒業するまでの間保存する。 

◆注記１：運営基準第４６条第１１号該当 

◆注記２：家庭的保育事業等基準第１８条第１１号該当 

◆注記３：要録等は、運営規程において定める期間を満了するまで保存すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【管轄する消防署】 

  （消防署名） 浜松市西消防署 大平台出張所 

  （所 在 地） 浜松市中央区大平台３丁目２１－１１ 

  （電話番号） ０５３－４８４－０１１９ 

【管轄する警察署】 

  （警察署名） 浜松西警察署 入野交番 

  （所 在 地） 浜松市中央区入野町９８９６－２ 

  （電話番号） ０５３－４４７－１０６９ 

【嘱託医】 

  （ 名  称 ） たかはし内科クリニック  （医院長名）高橋 利彰 

  （所 在 地） 浜松市中央区入野町９４３６－１ 

  （電話番号） ０５３－４４５－１３２２ 

【嘱託歯科医】 

  （ 名  称 ） 大石歯科         （医院長名）大石 修三 

  （所 在 地） 浜松市中央区入野町１６１００－２０ 

  （電話番号） ０５３－４４５－６４５５ 

 

【保険に関する事項】 

保険の種類 賠償責任保険 

保険の内容 

補償金額 

① 対人賠償 被害者 1名につき２０００万円、１回の事故につき１億円 

② 対物賠償 １００万円 

保険の種類 傷害保険 

保険の内容 

補償金額 

① 死亡・後遺障害 １名あたり３００万円 

② 入院保険金日額 １名あたり３０００円 

③ 通院保険金日額 １名あたり２０００円 

 


